
岐阜県警察国有物品管理規則
［平成20年4月1日 岐阜県公安委員会規則第５号］

改正 平成30年６月29日岐阜県公安委員会規則第８号

（目的）

第１条 この規則は、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関

する内閣府令（昭和39年総理府令第14号。以下「府令」という。）の規定により、岐阜県警察が

無償使用する国有の物品（以下「物品」という。）の適正かつ効率的な管理を図るため、必要な

事項を定めることを目的とする。

２ この規則に定めるもののほか、物品の管理に関する事務の取扱いについては、警察庁物品管理

取扱細則（昭和40年警察庁訓令第13号）の規定を準用する。

（管理の機関）

第２条 警察本部長は、物品を管理するものとする。

２ 警察本部長は、物品の管理に関する事務を総務室会計課長に委任することができる。

（物品出納員）

第３条 警察本部に物品出納員を置き、総務室会計課長の職にある者をもってこれにあてる。

２ 物品出納員は、物品の出納管理及び現況に関する事務（出納命令に係る事務を除く。）を行う

ものとする。

（物品供用員）

第４条 警察本部の課、隊、所、警察学校及び警察署（以下「各所属」という。）に物品供用員を

置き、各所属長の職にある者をもってこれにあてる。

２ 物品供用員は、各所属における物品の供用に関する事務を行うものとする。

（管理の義務）

第５条 物品の管理に関する事務を行う職員は、この規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意

をもってその事務を行わなければならない。

（関係職員の行為の制限）

第６条 物品に関する事務を行う職員は、その取扱いに係る物品を国から譲り受けてはならない。

（保管）

第７条 物品出納員は、その保管に係る物品を供用に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び

供用することができない物品に区分して整理し、常に良好な状態で保管しなければならない。

（公用の施設以外の施設における保管）

第８条 警察本部長は、府令第８条ただし書の規定により物品を公用の施設以外の施設に保管しよ

うとするときは、物品保管委託書（別記第１号様式）により行うものとする。

（供用不適品の処理）

第９条 物品出納員は、その保管中の物品のうち供用することができないと認められるものがある

ときは、物品不用決定書（別記第２号様式）により警察本部長に報告するものとする。

２ 物品出納員又は物品供用員（以下「物品管理職員」という。）は、その保管中又は供用中の物

品で、修繕又は改造を要するものがあると認められるときは、物品修繕（改造）書（別記第３号

様式）により警察本部長に報告するものとする。

３ 警察本部長は、前２項の規定により報告を受けたときは、速やかに府令第10条第１項若しくは



第２項又は第13条の規定による措置を講じなければならない。

（供用）

第10条 物品供用員は、供用のため物品を必要とするときは、物品供用書（別記第４号様式）によ

り警察本部長に払出しを請求するものとする。

２ 警察本部長は、必要があると認めるときは、前項の物品供用書により、物品出納員に対しては

物品の払出しを、物品供用員に対しては物品の受領を命じなければならない。

（使用職員）

第11条 物品を使用する職員（以下「使用職員」という。）は、１人の職員が専ら使用する物品に

ついてはその職員とし、２人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員のうち主た

る使用者とする。

２ 使用職員は、物品の供用を受けたときは、備品については物品保管書（別記第５号様式）に、

消耗品については第20条に規定する物品供用簿に、それぞれ押印するものとする。

（返納）

第12条 使用職員は、供用を受けた物品を使用する必要がなくなったときは、速やかに物品供用員

に返納しなければならない。

第13条 物品供用員は、供用の必要がないものがあると認めるときは、物品返納書（別記第６号様

式）をもって警察本部長に報告するものとする。

２ 警察本部長は、必要があると認めるときは、前項の物品返納書により、物品供用員に対しては

物品の返納を、物品出納員に対しては物品の受領を命じなければならない。

（供用換）

第14条 物品供用員は、物品の供用換をする必要があると認めるときは、物品供用換書（別記第７

号様式）をもって警察本部長に請求するものとする。

２ 警察本部長は、必要があると認めるときは、前項の物品供用換書により、当該物品供用員に対

し物品の引渡し及び受領を命じなければならない。

３ 物品供用員は、前項に規定する物品の供用換を受けたときは、直ちに供用換物品受領書（別記

第８号様式）により当該物品の受領を証明しなければならない。

（亡失等の報告）

第15条 物品管理職員は、その保管中又は供用中の物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物

品亡失（損傷）報告書（別記第９号様式）により警察本部長に報告しなければならない。

第16条 使用職員は、その使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに前条の物品亡失

（損傷）報告書により物品供用員に報告しなければならない。

（検査）

第17条 警察本部長は、毎年度１回及び物品管理職員が交替した場合その他必要がある場合は、検

査員を命じて、物品管理職員の管理する物品及び帳簿について検査しなければならない。

２ 前項の検査には、これを受ける物品管理職員が立ち会うものとし、当該物品管理職員が事故に

より立ち会うことができないときは、その代理人又は警察本部長が命じた職員が立ち会わなけれ

ばならない。

（検査書の作成）

第18条 前条第１項に規定する検査員は、検査書（別記第10号様式）２通を作成し、１通をその検

査を受けた物品管理職員に交付し、他の１通を警察本部長に提出しなければならない。



（点検）

第19条 物品供用員は、毎四半期１回及び必要があると認める場合は、供用中の物品の使用状況に

ついて点検をしなければならない。

２ 物品供用員は、前項に規定する点検を実施したときは、物品点検結果報告書（別記第11号様式）

により警察本部長に報告するものとする。

（帳簿）

第20条 物品出納員は物品出納簿（別表１及び別表２）を、物品供用員は物品供用簿（別表３及び

別表４）を備え、別表５及び別表６に掲げる区分に従い、その管理する物品についての異動を整

理しなければならない。

（交替の場合の引継ぎ）

第21条 物品管理職員の交替があった場合は、前任の物品管理職員は、引継書（別記第12号様式）

を交替の日の前日をもって作成し、後任の物品管理職員と共に記名押印し、当該引継書に物品出

納簿等を添付して、後任の物品管理職員に引き継ぐものとする。ただし、前任の物品管理職員が

引継ぎの手続をすることができない事由があるときは、後任の物品管理職員が引継書を作成し、

これに記名押印するものとする。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 岐阜県警察国有物品管理規則（昭和40年岐阜県公安委員会規則第２号）は廃止する。

附 則（平成30年６月29日岐阜県公安委員会規則第８号）

１ この規則は、平成30年７月１日から施行する。

２ この規則の施行の際に現に改正前の第11条第２項の規定により押印されている物品保管書及び

改正前の第20条の規定により備えられている帳簿については、改正後の第11条第２項及び第20条

の規定にかかわらず、平成31年３月31日までの間、使用することができる。



別表１（第20条関係）

物 品 出 納 簿（備品）

分 類 Ⅰ

分 類 Ⅱ

細 分 類 品 目 単 位

年 異動数量 現 在 高 供 用 内 訳

摘 要 増 減 供用 貸付 保管 計 備考 備考
月 日 寄託

備考

１ この帳簿は、物品出納員が備える。

２ 物品の分類及び品目別に別葉とする。

３ 年月日欄は、当該異動のあった年月日を記入する。

４ 供用内訳欄は、供用課署名等を記入する。

５ 毎葉の余白がなくなった場合には、当該葉及び次葉の摘要欄に「繰越」と記入し、各欄の累計を繰

越しする。

６ 毎年度末は帳簿の締切りを行い、次行に３月31日付けで摘要欄に「翌年度に繰越」と記入し、次行

に４月１日付けで「前年度から繰越」と記入して現在高を繰越しする。

別表２（第20条関係）

物 品 出 納 簿（消耗品）

分 類 Ⅰ

分 類 Ⅱ

細 分 類 品 目 単 位

年 異動数量 供 用 内 訳

摘 要 増 減 現在高 備考 備考
月 日

備考

１ この帳簿は、物品出納員が備える。

２ 物品の分類及び品目別に別葉とする。

３ 年月日欄は、当該異動のあった年月日を記入する。

４ 供用内訳欄は、供用課署名等を記入する。

５ 毎葉の余白がなくなった場合には、当該葉及び次葉の摘要欄に「繰越」と記入し、各欄の累計を繰

越しする。

６ 年度末は帳簿の締切りを行い、次行に３月31日付けで摘要欄に「年度末計」と記入して各欄の累計

を記入する。



別表３（第20条関係）

物 品 供 用 簿（備品）

分 類 Ⅰ

分 類 Ⅱ

細 分 類 品 目 単 位

年 異 動 数 量 現 在 高
摘 要 備 考

月 日 増 減 供 用 保 管 計

備考

１ この帳簿は、物品供用員が備える。

２ 物品の分類及び細分類並びに品目別に別葉とする。

３ 年月日欄は、当該異動のあった年月日を記入する。

４ 毎葉の余白がなくなった場合には、当該葉及び次葉の摘要欄に「繰越」と記入して各欄の累

計を繰越しする。

５ 毎年度末は帳簿の締切りを行い、次行に３月31日付けで摘要欄に「翌年度に繰越」と記入

し、次行に４月１日付けで「前年度から繰越」と記入して現在高を繰越しする。

別表４（第20条関係）

物 品 供 用 簿（消耗品）

分 類 Ⅰ

分 類 Ⅱ

細 分 類 品 目 単 位

年 異 動 数 量 受 領
摘 要 現在高 （供用） 備 考

月 日 増 減 者 印

備考

１ この帳簿は、物品供用員が備える。

２ 物品の分類及び細分類並びに品目別に別葉とする。

３ 年月日欄は、当該異動のあった年月日を記入する。

４ 毎葉の余白がなくなった場合には、当該葉及び次葉の摘要欄に「繰越」と記入して各欄の累

計を繰越しする。

５ 年度末は帳簿の締切りを行い、次行に３月31日付けで摘要欄に「年度末計」と記入して各欄

の累計を記入する。



別表５（第20条関係）

物品出納員に係る整理区分

区分 区分に該当する場合

無償使用 物品管理官から無償使用した場合

供 用 物品を物品供用員に供用する場合

供用換 物品の供用を他の物品供用員に移す場合

分類換 物品の分類換をする場合

返 納 物品を物品供用員から返納させる場合

返 還 無償使用している物品を物品管理官に返還する場合

亡 失 物品の亡失について整理する場合

雑 件 物品について上記の各区分のいずれにも該当しない異動がある場合

別表６（第20条関係）

物品供用員に係る整理区分

区分 区分に該当する場合

受 領 物品を受領する場合

供 用 物品を供用する場合

分類換 物品の分類換について整理する場合

返 納 物品を物品管理官に返納する場合又は物品を使用職員から返納させる場合

亡 失 物品の亡失について整理する場合

雑 件 物品について上記の各区分のいずれにも該当しない異動がある場合



別記

第１号様式（第８条関係）

第 号 年 月 日

本 部 長 総務室長 次 席 課長補佐 係 長 主 任 係 員

支出負担行 会 計 課

為 担 当 官

物品管理官

物 品
課 長 次 席 課長補佐 係 長 主 任 係 員

出 納 員

課 署 名

等

物 品 保 管 委 託 書

次のとおり保管委託をしてよろしいか。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 単 位 数 量 保 管 委 託 先

１ 所在地

２ 保管委託先

自 年 月 日
保管委託期間 保管委託理由

至 年 月 日

保管委託条件

物 品 出 納 簿 登 記 済 頁 物 品 供 用 簿 登 記 済 頁

年 月 日 ㊞ 年 月 日 ㊞

備 考

１ 決裁欄中課には室、校を含む。

（以下様式中同上）

２ この用紙は、警察本部長が物品を公用の施設以外の施設に保管するときに用いる。



第２号様式（第９条関係）

第 号 年 月 日

本 部 長 物 品
総務室長 次 席 課長補佐 係 長 主 任 係 員

物品管理官 出 納 員

会 計 課

物 品 不 用 決 定 書

次のとおり不用の決定をしてよろしいか。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 単 位 数 量 価 格 摘 要

不用の決定の理由

処分の予定

売 時 期 場 所 その他必要な事項

払

解 理 由 時 期 処 理 その他必要な事項

体

廃 理 由 そ の 他 必 要 な 事 項

棄

物 品 管 理 簿 登 記 済 頁 物 品 出 納 簿 登 記 済 頁

年 月 日 ㊞ 年 月 日 ㊞



第３号様式（第９条関係）

第 号 年 月 日

本 部 長 総 務 室 長 次 席 課 長 補 佐 係 長 主 任 係 員

支出負担行 会 計 課

為 担 当 官

物品管理官

物 品 物品供用員 長 課長補佐
次 係 長 主 任 係 員

出 納 員 ( 課 署 長 ) 席 課 長 課 署 名

等

物 品 修 繕 （ 改 造 ） 書

次のとおり修繕改造してよろしいか。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 単 位 数 量 所要期間 摘 要

修繕（改造）理由 修繕（改造）条件

修繕（改造）内容

頁 頁 頁
物品管理簿登記済 物品出納簿登記済 物品供用簿登記済 領 収 印

頁 頁 頁

年 月 日 ㊞ 年 月 日 ㊞ 年 月 日 ㊞ 供 用 員 ㊞

年 月 日 ㊞ 年 月 日 ㊞ 年 月 日 ㊞ 供 用 員 ㊞

備 考

１ この用紙は、物品出納員又は物品供用員が修繕（改造）を要すると認めたときに用いる。

２ 物品供用員が報告するときは、２部作成し、１部を保管すること。

３ １ヶ月以上にわたる修繕（改造）をする場合は、登記をすること。



第４号様式（第10条関係）

第 号 年 月 日

総 務 室 長 次 席 課 長 補 佐 係 長 主 任 係 員

本 部 長

会 計 課

物 品 物品供用員 長 課長補佐
次 係 長 主 任 係 員

出 納 員 ( 課 署 長 ) 席 課 長 課 署 名

等

物 品 供 用 書

次のとおり請求（供用）する。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 単 位 数 量 摘 要

供用目的

物品出納簿登記済 頁 物品供用簿登記済 頁 領 収 印

年 月 日 ㊞ 年 月 日 ㊞ 供 用 員 ㊞

備 考

１ この用紙は、物品供用員が物品を請求するとき及び警察本部長が払出し受領を命ずるときに

用いる。

２ ２部作成し、正は物品出納員に、副は物品供用員に送達する。

３ 物品出納員は、物品と共に正を送達し、物品供用員の領収印を徴すること。

４ 物品供用員が請求するときは、副を作成し、保管すること。



第５号様式（第11条関係）
物 品 保 管 書

分類Ⅱ 細分類 品 目 単 位

使 用 職 員 供用開始年月日 使 用 職 員 供用開始年月日 使用職員 供用開始年月日
備品番号 規 格 職 受領印 職 受領印 職

氏 名 返 納 年 月 日 氏 名 返 納 年 月 日 氏 名 返 納 年 月 日 受領印

年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日

備 考

１ 備品供用開始のとき一品目ごとに作成する。ただし、出動服、鉄帽、毛布、警察学校の机、椅子等のように物品供用員が保管し必要に応

じ一時使用される物品については、作成しないことができる。

２ 供用のため物品を受領したときは使用職員が、返納したときは物品供用員が、それぞれ受領印欄に押印する。ただし、物品供用員が使用

職員である場合は、押印しない。



第６号様式（第13条関係）

第 号 年 月 日

総務室長 次 席 課長補佐 係 長 主 任 係 員

本 部 長 会 計 課

物 品 物品供用員 長 課長補佐
次 係 長 主 任 係 員

出 納 員 ( 課 署 長 ) 席 課 長 課 署 名

等

物 品 返 納 書

次のとおり返納してよろしいか。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 単 位 数 量 摘 要

返納理由

物品の現況

物品出納簿登記済 頁 物品供用簿登記済 頁 物 品 出 納 員 領 収 印

年 月 日 ㊞ 年 月 日 ㊞ 年 月 日 ㊞

備 考

１ この用紙は、物品供用員が物品の返納を報告するとき及び警察本部長が返納（受領）を命ず

るときに用いる。

２ ２部作成し、正は物品出納員に、副は物品供用員に送達する。

３ 物品供用員は、物品と共に副を送達し、物品出納員の領収印を徴する。



第７号様式（第14条関係）

第 号 年 月 日

総 務 室 長 次 席 課長補佐 係 長 主 任 係 員

本 部 長 会 計 課

物品供用員 長 課長補佐 受領課署
次 係 長 主 任 係 員

( 課 署 長 ) 席 課 長 名等

物 品

出 納 員

物品供用員 長 課長補佐 引渡課署
次 係 長 主 任 係 員

( 課 署 長 ) 席 課 長 名等

物 品 供 用 換 書

次のとおり供用換をする。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 単 位 数 量 摘 要

供用換の理由

物品出納簿登記済 頁 物品供用簿登記済 頁 受 領 書 発 行 確 認 印

年 月 日 ㊞ 年 月 日 ㊞ 物 品 供 用 員 ㊞

備 考

１ この用紙は、物品供用員が供用換を請求するとき及び警察本部長が供用換を命ずるときに用

いる。

２ ３部作成し、副は物品出納員へ、正は各１部を物品供用員にそれぞれ送達する。



第８号様式（第14条関係）

物品供用換書第 号 年 月 日

物品供用員

課
長 様

署

物品供用員

課
長 氏 名 ㊞

署

供 用 換 物 品 受 領 書

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 単 位 数 量 摘 要

上記物品正に受領しました。

年 月 日

備考 この用紙は、供用換物品を受領した物品供用員が用いる。



第９号様式（第15条、第16条関係）

本 部 長 総 務 室 長 次 席 課長補佐 係 長 主 任 係 員

物品管理官 会 計 課

物 品 物品供用員 長 課長補佐
次 係 長 主 任 係 員 課

出 納 員 ( 課 署 長 ) 席 課 長

署

年 月 日

課
物品供用員 長

署

官 職 氏 名 ㊞

物 品 亡 失 （損 傷）報 告 書

使用職員

官 職 氏 名 ㊞

次のとおり物品を亡失（損傷）したから報告する。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 数 量 亡失（損傷）年月日 亡失（損傷）事由

亡失(損傷)発見後の処理状況 亡失（損傷）当時における物品の保管状況 その他参考事項

備考 この用紙は、物品亡失（損傷）を報告するときに用いる。



第10号様式（第18条関係）

物品管理官
総 務 室 長 物品出納員 次 席 課長補佐 係 長 主 任 係 員

本 部 長

年 月 日

様

官職
検 査 員

氏名 ㊞

官職
立 会 人

氏名 ㊞

検 査 書

岐阜県警察国有物品管理規則第17条第１項の規定により、次の者につき検査したところ

物品管理しているものと認める。

官職
物品管理職員

氏名

自 年 月 日
管 理 期 間

至 年 月 日

備考 物品管理職員が交替した場合は、前任者の官職、氏名及び管理期間を明示すること。



第11号様式（第19条関係）

物 品 点 検 結 果 報 告 書

年 月 日

岐阜県警察本部長 様

物品供用員

官 職 氏 名 ㊞

課
岐阜県警察国有物品管理規則第１９条の規定により、当 で供用中の物品の使用状況に

署

ついて点検を行った結果、下記のとおりであったので報告する。

点 検 実 施 日 年 月 日（ 年度第 ／四半期）

（前回の点検日） （ 年 月 日）

点 検 結 果

備 考



第12号様式（第21条関係）

年 月 日 作成

引 継 書

物品出納（供用）簿 冊

物品出納（供用）関係書類 冊

名 称 冊

名 称 冊

名 称 冊

上記帳簿類及び帳簿記載の物品を引継ぎする。

年 月 日

前任物品出納（供用）員

官職 氏名 ㊞

後任物品出納（供用）員

官職 氏名 ㊞


